
 

消費者力パワーアップセミナー ２０１４（第２期） 
 

  消費生活総合センターには，毎日多くの消費生活に関する相談が寄せられています。相談内容

からは，新たな手口の悪質商法が次々と生まれ，消費者被害も複雑化，巧妙化していることがうか

がわれます。 

 このような消費者被害に遭わないためには，私たち消費者が，自ら調べ，学び，気づくとともに，身

に着けたことをいかし，さらに周りに伝えていく「自立した消費者」になることが必要です。 

 この度，京都市，コンシューマーズ京都，京都生活協同組合の三者共催で，「すまい」をテーマに

「消費者力パワーアップセミナー２０１４（第２期）」を次のとおり開催します。 

 多くの皆様の御参加をお待ちしております。 

 

回  日程 テーマ 講師 

① 
11 月 26 日   

水曜日 

 消費者相談の窓口に寄せ

られる相談の中で住宅に関

する内容は，例年上位に入

っています。また，住宅購

入は，生涯のうち何度もあ

ることではありません。だ

からこそ，トラブルになら

ないように基礎知識を備え

ておきましょう。 

「住宅」に関する消費者相談

の現場から見えること 

 

森 順美 

消費生活専門相談員 

京都消費者契約ネットワーク理事 

失敗しない事業者えらび 

～適正な見積書・契約書～ 

 

渡邊 孝子 

消費生活コンサルタント 

ファイナンシャルプランナー(ＣＦＰ) 

② 
12 月 10 日    

水曜日 

 取得した住宅に欠陥があ

ると金銭面も含めて人生設

計に影響します。また，住

宅を維持管理し，家族に引

き継ぐことを計画的に準備

することで，くらしも豊か

に広がります。法的な視点

からお話していただきま

す。 

欠陥住宅トラブルの実態 

 

神崎 哲 

弁護士 

欠陥住宅京都ネット 

住宅の登記・相続で 

こまらないために 

 

上田 茂 

司法書士  

 

●開催時間 各回とも午前１０時から正午 

●定  員 毎回先着５０名 

●開催場所 京都市消費生活総合センター 

 京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館４階  

 地下鉄烏丸御池駅下車３－１，３－２出口すぐ 

●受 講 料 無料 

●主  催 京都市・京都生活協同組合・ 

      特定非営利活動法人コンシューマーズ京都(京都消団連) 

※申込方法は，裏面を御覧ください。 



 

●申 込 み  消費生活や消費者力向上に興味・関心をお持ちの１８歳以上の方であれば 

      どなたでもお申し込みいただけます。 

●申込期間  平成２６年１１月５日（水）～１１月１９日（水） 

●申込方法  参加希望者は，講座名，氏名，年齢，電話番号及び参加希望日を以下の申 

      込先まで御連絡ください。 

     なお，申込受付後，定員を超えて受講ができない場合のみ，連絡をさせて 
    いただきます。 
 

申込先  「京都いつでもコール」（京都市市政情報総合案内コールセンター） 午前８時～午後９時【年中無休】 

ＴＥＬ ０７５-６６１-３７５５
み な こ こ

 ＦＡＸ ０７５-６６１-５８５５
ごようはここ

 

    ※お掛け間違いに御注意ください。 

パソコン http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html 

携帯電話 http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/ 

 

～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ 

宛先：京都いつでもコール（京都市市政情報総合案内コールセンター） 

ＦＡＸ：０７５－６６１－５８５５ 

※本用紙に必要項目を記入後，ＦＡＸしてください。 

 

「「消消費費者者力力パパワワーーアアッッププセセミミナナーー２２００１１４４（（第第２２期期））」」  

FFAAXX用用申申込込用用紙紙  

  

次のとおり「消費者力パワーアップセミナー２０１４（第２期）」を申し込みます。 

参加者氏名 

ふりがな 

年
齢 

 

 

  

 

電話番号 

（連絡先） 

 

参加希望日 

（複数申込可） 

参加希望日に○をしてください。 

 ① １１月２６日   ② １２月１０日  

※本用紙に記入いただいた個人情報は，「消費者力パワーアップセミナー２０１４（第２期）」に関すること

以外に使用することはありません。 

        文化市民局市民生活部消費生活総合センター 

平成２６年１０月発行  

京都市印刷物 264608 号 

 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 


